
今月は固定資産税・都市計画税「第２期」の納入月です。

市税納入休日相談日は７月 31 日（日）８時 45 分～ 17 時 15 分です。

納税相談はお早めに。

広報ちとせ７月号 　11

　
　
　

市
役
所
い
ん
ふ
ぉ
め
。

は部局の名称 は担当の施設場所 は問い合わせ先電話番号です。

公表

本庁舎
２階

総
合
計
画
の
総
括
報
告
書
を
公

表
し
て
い
ま
す

企
画
課

行
政
評
価
係

(24)
０
４
４
２

　

市
の
総
合
計
画
は
、
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
い
く
う
え
で
も
っ
と
も
上

位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
計
画
で
す
。

　

平
成
13
年
度
か
ら
平
成
22
年
度
を

計
画
期
間
と
し
た
千
歳
市
新
長
期
総

合
計
画
は
、
そ
の
計
画
期
間
が
終
了

し
ま
し
た
。
そ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
取

組
や
各
施
策
の
達
成
状
況
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
、｢

施
策
の
達
成
度｣

を

総
合
的
に
評
価
し
、
そ
の
結
果
を
公

表
し
て
い
ま
す
。

【
公
表
場
所
】
市
役
所
２
階
市
政
情
報

コ
ー
ナ
ー
、
千
歳
駅
市
民
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
、
図
書
館
、
各
支
所

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

【
職
務
内
容
】 

市
の
環
境
基
本
計
画
、

募集

本庁舎
３階

環
境
審
議
会
の
委
員
を
募
集
し

ま
す

環
境
課

環
境
計
画
係

(24)
０
５
９
０

公
害
対
策
、
自
然
環
境
の
保
全
や
環
境

影
響
評
価
な
ど
に
つ
い
て
の
調
査
と
審
議

【
募
集
人
員
】
２
人

【
対
象
】
18
歳
か
ら
69
歳
ま
で
の
方
で

環
境
に
関
す
る
知
識
や
環
境
活
動
の
経

験
が
あ
り
、
年
３
回
程
度
の
会
議(

平

日･

日
中)

に
出
席
で
き
る
方

【
申
込
方
法
】
所
定
の
応
募
用
紙
に
環

境
活
動
な
ど
の
経
験
、｢

応
募
動
機

と
千
歳
市
の
環
境
に
つ
い
て｣

を
記

入
し
提
出
（
郵
送
不
可
）

※
応
募
用
紙
は
環
境
課
窓
口
で
配
布

し
て
い
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
入
手
で
き
ま
す
。
な
お
、
応
募

書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

【
選
考
方
法
】
応
募
書
類
と
必
要
に
応

じ
て
面
談
に
よ
り
決
定

【
申
込
期
限
】
７
月
26
日

（火）

くらし

本庁舎
１階③番

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
へ
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
課

国
保
給
付
係

(24)
０
２
７
４

　

現
在
、
市
が
交
付
し
て
い
る
つ
ぎ
の

受
給
者
証
・
受
療
証
の
有
効
期
限
は
、

平
成
23
年
７
月
31
日

（日）
で
す
。

　

新
し
い
受
給
者
証
・
受
療
証
は
、
７

月
下
旬
、
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
住
所

に
郵
送
し
ま
す
。

○
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

○
国
民
健
康
保
険
特
定
疾
病
療
養
受

　

療
証

くらし

本庁舎
１階②番

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
と
き
に
つ
い
て

市
民
課

年
金
係

(24)
０
２
６
７

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保

険
料
（
定
額
保
険
料
月
額
１
万
５
，

０
２
０
円
）
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

と
き
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付

が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

【
免
除
の
対
象
と
な
る
所
得
基
準
】
本

人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
前

年
所
得
が
左
下
の
表
の
計
算
式
で
算
出

し
た
所
得
基
準
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と

【
免
除
に
な
っ
た
と
き
の
納
付
額
】
平

成
23
年
度
の
額
は
左
下
の
表
の
と
お
り

※
「
免
除
に
な
っ
た
と
き
の
納
付
額
」

を
納
め
た
と
き
は
、
将
来
受
け
る
年
金

額
に
一
部
反
映
さ
れ
ま
す
（
反
映
額
は

納
付
額
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）。
ま
た
、

納
め
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
の

一
部
免
除
が
無
効
（
未
納
と
同
じ
）
に

な
り
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
の
額
に

反
映
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、

障
が
い
や
死
亡
な
ど
不
慮
の
事
態
が
生

じ
て
も
年
金
の
受
け
取
り
が
で
き
な
く

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
免
除
期
間
】
平
成
23
年
７
月
分
～
平

成
24
年
６
月
分

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

・
年
金
手
帳
（
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
）

・
印
鑑

・
源
泉
徴
収
票
な
ど
平
成
22
年
分
の
所

得
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
平
成
23

　

年
１
月
１
日
現
在
の
住
所
が
市
外
の

　

方
の
み
）

・
離
職
日
が
平
成
22
年
３
月
31
日
以
降

　

の
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
ま
た

　

は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
（
失
業

　

が
申
請
理
由
の
方
の
み
）

免除の対象となる所得基準
１か月の
納付額

年金額への
反映割合

全額免除
57 万円＋扶養親族の人数×
35 万円

　0円 １／２

１/４納付
（３/４免除）

78 万円＋扶養親族等控除額
＋社会保険料控除額など

3,760 円 ５／８

半額納付
（半額免除）

118 万円＋扶養親族等控除
額＋社会保険料控除額など

7,510 円 ３／４

３/４納付
（１/４免除）

158 万円＋扶養親族等控除
額＋社会保険料控除額など

11,270 円 ７／８

●
そ
の
ほ
か
の
免
除
制
度

　

30
歳
未
満
の
方
は
「
若
年
者
納

付
猶
予
制
度
」、
学
生
の
方
は
「
学

生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
も
申
請
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
、
市
民
課
年
金
係
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。


